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１．はじめに 
 現在、多くの地方鉄道は利用者減等の課題により経

営が厳しい状態にある。しかしながら、交通政策審議

会陸上交通分科会鉄道部会の提言には地方鉄道の必

要性がうたわれている。そこで、地方鉄道における保

守コストの低減を目的として、営業車両の走行に合わ

せて地上設備（地上信号機の現示状況、踏切遮断かん

の開動作状況、発条転てつ機の転換動作状況など）を

監視し、それら設備の経年劣化を検出することで予防

保全が実現可能となるシステムを開発した。これを用

いて、実際に営業路線で実験を行った結果と、今後の

方向性について報告する。 
 

２．研究の背景 
２．１．鉄道を取り巻く状況 
 現在、地方の中小鉄道は、少子高齢化やモータリゼ

ーションの進展による利用者減、設備のメンテナンス

などによるコストが高いという課題により、経営が厳

しい状況にある。しかしながら、高齢化社会を迎え、

自動車を運転できない高齢者が増加することから、公

共交通機関としての必要性も増していくと考えられ

る。鉄道事業者も経営の合理化等を進めているもの

の、設備のメンテナンスによる費用は収益と比例しな

いため、車両、施設の適切な修繕やメンテナンスが困

難になることが問題となっている。 
２．２．本研究の位置付け 
 踏切の機器や発条転てつ機などの地上設備は、通常

は点検により機器の不具合が無いことを確認してい

るが、地方鉄道においては点検に係る負担が大きくな

っている。本研究では、設備のメンテナンスを軽減さ

せるため、簡易な装置で故障の兆候を検出することを

目的とした。 
 検出方法には、主要な設備の周辺にカメラやセンサ

などを設置して監視する方法や、専用の計測車両を用

いる方法も考えられるが、どちらもコスト低減には結

びつかない。そのため、営業列車において簡易な装置

による検知、解析を行うことが最良であると考え、

GPS やカメラを営業車両に設置し、走行中に得られ

たデータを画像解析することによる鉄道用予防保全

システムを開発することとした。簡易な装置により

日々のメンテナンスを省力化し、かつ安全性が向上す

るとともに、データを蓄積することで、最終的には通

常の検査周期を延ばすことによりコスト低減を図る。 
 本研究では、地上信号機、踏切遮断かん、発条転て

つ機を対象に開発を行った。それぞれ、 
・ 信号機：経年劣化による輝度の低下 
・ 遮断かん：モータの経年劣化による動作の遅延 
・ 発条転てつ機：スプリングやダンパの劣化による

戻り時間のずれ 
を検出することを目指している。 
 
 

 
図 1 地方鉄道の費用内訳の例 1) 

 

 

３．３．運転状況の簡易な把握・分析例 
 前掲の図５は、簡単な重ね合わせにより速度、運転

時分を比較したものだが、運行実態を視覚的に捉える

ことができる。こうした図表は、安全教育やダイヤ改

正時の資料としての利用が考えられる。 

同図中、列車１はA－B駅間で運転速度を抑えて20

秒程運転時分を要し、その後は高い速度で運転してい

る。安全上の問題はないが、C－D駅間において曲線部

の制限速度とほぼ同じ速度（速度発電機の誤差は含ま

れる。）で通過し、D 駅到着時には運転時分が短縮さ

れている様子が見られる。 

列車５についても、D-E駅間において、D－E駅間の

下り勾配中で減速せず、場内信号機まで比較的高い速

度を保ち、運転時分を稼いでいる様子が見られる。 

３．４．シミュレータによる運転状況の再現例 
当研究所の「列車運行安全性評価シミュレータ」（図

６）は、軌道回路や保安装置（ATS-S、ATS-P相当等）

を含む任意形状の線路を作成できる機能を開発した

もので、線路上には運転状況記録装置で取得したデー

タに従い列車を走行させることによって、シミュレー

ション映像により前後方や信号等の状況を視覚的に

も再現できる機能を有している。また、計画ダイヤか

らの遅延の算出や駅着発時間の記録も可能である。 

本シミュレータでの運転記録装置データの再現に

より、前後の列車との位置関係、信号機の視認可否等

のインシデントの背景要因についても分析が可能と

考えている。 

また本シミュレータは、鉄道で一般的な図表に基づ

きデータ入力できるよう、入力手順とインターフェー

スを工夫している。今回は当該鉄道事業者の協力によ

り標準運転曲線及び線形図等（閉塞割を含む）を入手

し図５の路線をシミュレータ上に作成し、各駅までの

所要時分が標準運転曲線とシミュレータで同じ秒数

になることにより確認を行った。 

  
 
 
 
 
 
 
 

図６ 列車運行安全性評価シミュレータ 外観 

前掲の図５の列車１は、C－D駅間の曲線部内でも

力行を続けて制限速度付近まで速度を上げている。そ

の状況を図７に示す。この映像は、回復運転の方法の

妥当さの判断等の材料になると考えられる。 
他方、列車５は、D-E駅間の下り勾配の途中で制動

を止めてだ行し、E駅の場内信号機付近まで高い速度

を保っている。だ行運転に切り替えた①の地点のシミ

ュレーション映像を図８に示す。直線区間で、先方の

場内信号機の青を見通せるために運転士は、高い速度

で運転をしていると推定できる。 
 

 

 

 

 

 

図７ 曲線速度制限付近までの力行運転の再現 

 

 

 

 

 

 

図８ ブレーキ点を遅らせる運転法の再現 

４．まとめ 
運転状況記録装置は導入コストが多大であるが、事

故等の分析以外にデータを活用した事例はごく一部

の鉄道事業者に限られている。データが利用されない

理由はデータ回収の手間、制度的な制約等である。 

 これらの課題は、自動車運送事業者の事例では効果

が実感できることで解決するとされている。鉄軌道に

おいてもインシデント等の検出目的以外も含め、何ら

かの目的に用いてメリットがあれば、建議の指摘す

る、記録装置の活用につながっていくと考えられる。 

 また、専用ソフトやシミュレータを用いずとも、表

計算ソフト上の簡単な誤差補正により複数列車運行

データを比較するだけでも、様々な状況の読み取りが

可能で、データを閲覧する価値は高いと考える。 

 

 当研究所では、今後とも鉄道事業者の協力を得て、

大多数の列車運行データが得られるようになった状

況を活かした、安全性向上や、運行ダイヤの研究に取

り組んで参りたいと考えている。 

場内信号機 
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図 8 各機器設置の様子 

５に示す。グレースケール化などの下処理の後、

canny 法によりエッジの検出を行い、確率的ハフ変換

によりエッジ画像から線分の抽出を行う。この時、近

傍の電柱などの建造物を除外するため、極端に短いも

のや水平から 5 度までの線分を除外している（図 6）。
抽出された遮断かんの角度と長さから遮断かんの開

動作を判断する。 
３．５．発条転てつ機転換検出手法 
 発条転てつ機も同様に、矩形によって捉えられた画

像を切り出し、直線部分の抽出をしやすくするため二

値化とアンシャープマスクによって画像の補正を行

う。アンシャープマスク後の画像から、レールを抽出

し、そこからレールのエッジを画像の上端まで探索す

る(図７)。片側のレールの左側面と右側面を走査して

いる時、二つの線の距離が変わらなければ同じレール

を走査していると判断し、離れれば転てつ機周辺を走

行したと判断する。2 本のレールのうち、転てつ機周

辺と判断したレールが線路の右側か左側かで定位か

反位かを判断する。 
 

４．試験 
 以上の手法を組み込んだ装置を開発し、動作確認及

び精度検証のために、実路線での試験を行った。 
４．１．試験条件 
 まず、対象となる踏切遮断機及び発条転てつ機の中

心の位置情報を GPS 受信機で取得し、誤差を修正す

るためにマップマッチング補正を行う。算出された位

置情報は、事前に目標位置として登録しておく。そし

て、車上に GPS 受信機とカメラ、本システム搭載の

PC を設置し、測位と撮影を行いながら試験区間を走

行した。設置の状況を図８に示す。試験路線は真岡鐵

道の真岡線、試験区間は下館～茂木間にて試験を実施

した。 
 

４．２．試験結果 
４．２．１．信号機の判別 
 走行中に目標を検出する動作の確認を行った。図９

にその一例を示す。信号現示色の判別はほぼ正確に行

うことができた。 

４．２．２．踏切遮断機の動作の判別 
 遮断機についても、複数ある直線の中から遮断かん

の棹部分の直線のみを認識し、その角度と長さの条件

から遮断機の動作が確認できた。図 10 に一例を示す。

図中、画像内の直線が点線表示の場合は遮断かんであ

ると認識しているが、開ききっていないと判断してい

る状態（図中左）、直線が破線表示になると遮断かん

が開いたと判断している状態(図中右)を指す。 
 試験中、(1)遮断かんを認識できない場合や、(2)遮
断かん以外の直線を遮断かんとして認識してしまう

場合、(3)上がっている最中の遮断かんを認識したが開

検知にいたらなかった場合があった。(1)、(2)は、画

像処理において遮断かんのみを直線として認識でき

ていれば解決できるので、それぞれの踏切遮断かんに

あった条件としきい値を検討していく必要がある。(3)
の原因は、遮断かんと認識する条件として垂直の直線

 
図 7 レール走査の原理（左側面） 

 
図９ 信号機検出の様子 

 

 

図 3 対目標物角度算出 

 
 

 

図５ 画像処理の流れとその様子 

   

絞り込み前       絞り込み後 
図６ 遮断かんの抽出の一例 

３．鉄道用予防保全システム 
３．１．システム概要 
 本システムの概要を図２に示す。本システムは、列

車走行中に対象となる地上設備を車両前方又は後方

の視認できる位置から、地上設備の状態を自動的に判

別することが目的である。そのため、GPS とカメラ

を営業車両に設置し、列車の位置情報取得と各設備の

動作状況を把握する。しかし、撮影した全画像から各

設備の動作を検知するには、まず画像全体を解析する

必要があり、処理に多くの時間がかかる。そこで、

GPS による位置情報を活用し、撮影画像のどのあた

りに対象となる地上設備が映し出されるかを算出し

たのち、特定された地上設備の動作を検知して、画像

処理を迅速に行うこととした 2)。 
 

３．２．目標追跡手法 
 撮影画像内から、目標とする地上設備を特定する手

法について概要を述べる。まず、GPS において取得

した列車の位置情報の、直前の位置（X’,Y’,Z’）か

ら現在の位置（X,Y,Z）までのベクトルにより列車の

傾きを表す。このとき、列車に設置してあるカメラの

撮影方向は列車の進行方向と一致していることとす

る。（X,Y,Z）はそれぞれ（経度,緯度,高度）である。 
 次に、列車の位置から見た、目標物が設置されてい

る位置までの角度を算出する。列車の傾き算出と同様

に、列車の位置（X,Y,Z）から対象となる目標物の位

置（x,y,z）までのベクトルが求められる角度である(図
3)。これらを画像上に反映させることで、対象物の位

置を特定する。 
３．３．信号機の判別方法 
 ３．２．までで特定した範囲から信号機を判別する

手法を示す。特定した範囲から二値化を行い、図４の

ように信号機の黒い枠部分（図中の赤又は黄色く塗り

つぶした部分）を特定する。その後、現示している部

分（赤又は黄色の塗りつぶした部分内部の抜けている

部分）の位置から現示されている色を特定する 3)。 

図４ 信号機の判別 
３．４．踏切遮断かんの動作検知手法 
 同様に、踏切遮断機の開く様子を検知する手法を図

図２ システム概要（踏切・転てつ機の場合）
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図 8 各機器設置の様子 
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置（x,y,z）までのベクトルが求められる角度である(図
3)。これらを画像上に反映させることで、対象物の位

置を特定する。 
３．３．信号機の判別方法 
 ２．２．までで特定した範囲から信号機を判別する

手法を示す。特定した範囲から二値化を行い、図４の

ように信号機の黒い枠部分（図中の赤又は黄色く塗り

つぶした部分）を特定する。その後、現示している部

分（赤又は黄色の塗りつぶした部分内部の抜けている

部分）の位置から現示されている色を特定する 3)。 

図４ 信号機の判別 
３．４．踏切遮断かんの動作検知手法 
 同様に、踏切遮断機の開く様子を検知する手法を図

図２ システム概要（踏切・転てつ機の場合）
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は除外していたため、垂直まで上がる遮断かんの認識

ができなかったことが考えられる。これについては、

角度によって線分を除外するのではなく、垂直線の増

減から遮断かんを判断できるようにするなどの対策

が必要である。 

４．２．３．発条転てつ機転換検出手法の動作 
 発条転てつ機転換検出手法の動作を確認した。今回

の実験では、画像が取得できる距離で定位に戻らなか

ったため、転換の様子は検出できなかったが、転てつ

機そのものを検出することはできた。図 11 にその様

子を示す。破線は左右レールを左上方向に走査した結

果を、点線は左右レールを右上方向に走査した結果を

示している。試験中、画像の強調を行っているが、レ

ールの影に凹凸があり、直線として認識しづらい場合

が見られた。こちらも踏切遮断機開検知同様、画像の

強調方法を再検討する必要があると思われる。 

５．予防保全への取り組み 
 以上、GPS と画像処理技術を使い、営業列車から

各装置の状態を検出できることが確認された。これら

のデータを同じ路線において長期的に取得して、その

経年変化を解析することにより、予防保全が可能とな

ると考える。例えば、踏切遮断かんや転てつ機につい

ては、その動作時間によって劣化を判断できると考え

られる。信号機の灯火の輝度の減少については、色相、

彩度、強度それぞれと輝度の関係を実際の信号機画像

を用いて検討したところ、図 12 に示す彩度の下限値

に差がみられることが分かった。このため、彩度の下

限値をデータとして蓄積することで、予防保全システ

ムとして検出出来る可能性がある。 
 従って、今後は、さらにデータを蓄積することによ

り、予防保全論理の深度化を進める予定である。 
 

 
６．おわりに 

 以上、省コストを目的とした鉄道用予防保全システ

ムの画像解析による動作検出について試験を行い、一

定の効果を確認し、予防保全システムとしての可能性

を示した。 
 これらにより、本方法によるデータ蓄積は、劣化の

診断が可能となり、結果として、保守周期延伸等の技

術基準改正にも活用可能となる。さらに、保守周期の

予防保全技術が確立されれば、地方鉄道の保守費、信

号保安設備費の節約に資することが可能となり、列車

運行の信頼度向上や安全性向上も図られる。その結

果、地方鉄道の運行本数の拡大等による活性化が可能

となる。 
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図 11 反位検出の様子 
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図 10 開検知の様子 
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図 12 輝度と彩度の関係 


